
【座間市のお知らせ】№785
平成19年 
（2007年） 6.1

広報 
市 の 人 口●127,617人（＋78人） 
　　　　　　男65,380人　女62,237人 
市の世帯数●52,138世帯（＋327世帯） 
平成19年５月１日現在（　）は前年同月との増減 

●個人住民税が変わりました（2・3面） 
●6月は環境月間（4面） 
●市民大学を開講（6面） 
●みんなの健康（7面） 
●ざまインフォメーション（8・9面） 
●原水協設立50周年記念事業（10面） 

古紙配合率100%再生 
紙を使用しています 

Trademark American Soybean Association 

大豆油インクを使用しています 

平
成
十
七
年
七
月
、
本
市
は
「
健
康
文
化
都
市
宣
言
」
を
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
一
人
一
人
の
健
康
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
と
も

に
、
地
域
社
会
が
一
体
と
な
っ
た
健
康
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
指
針
で
す
。

現
在
、
市
で
は
こ
の
指
針
に
沿
っ
た
「
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め

る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
内

容
や
今
年
度
に
開
催
す
る
事
業
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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市
で
は
、
健
康
文
化
都
市
宣

言
を
指
針
と
し
た
「
健
康
な
ま

ち
づ
く
り
」
事
業
を
進
め
て
い

ま
す
。

健
康
づ
く
り
は
、
一
人
一
人

の
力
だ
け
で
進
め
て
い
く
こ
と

は
難
し
い
も
の
で
す
。し
か
し
、

私
た
ち
が
暮
ら
す
「
ま
ち
」
そ

の
も
の
に
目
を
向
け
、
環
境
問

題
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
改

善
し
て
い
く
こ
と
で
、
皆
さ
ん

の
暮
ら
す
ま
ち
全
体
が
健
康
に

な
り
、
結
果
と
し
て
よ
り
多
く

の
人
が
容
易
に
健
康
づ
く
り
を

実
現
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
が
「
健
康
な
ま
ち
づ

く
り
」
の
考
え
方
で
す
。

こ
の「
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
」

を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
、
市

で
は
医
学
的
な
講
座
だ
け
で
は

な
く
、
身
体
的
・
精
神
的
・
社

会
的
な
面
か
ら
健
康
を
捉
え
た

講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
（
左

表
参
照
）。
日
ご
ろ
の
健
康
づ

く
り
に
役
立
て
る
た
め
に
も
、

気
軽
に
講
座
に
参
加
し
て
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
市
で
は
今
後
こ
の
宣

言
を
具
現
化
し
て
い
く
た
め
の

新
た
な
事
業
に
も
取
り
組
ん
で

い
く
予
定
で
す
が
、「
健
康
な

ま
ち
づ
く
り
」
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
と
の
協
働
で
進
め
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
ご

意
見
や
ご
要
望
な
ど
、
日
ご
ろ

皆
さ
ん
が
健
康
に
つ
い
て
考
え

て
い
る
こ
と
な
ど
を
、
気
軽
に

担
当
に
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

※各講座の内容や申し込み方法などについて、詳しくは各担当までお問い
合わせください。 

健康文化都市大学 
健康サマーフェスタインざま 
クラシックバレエ 
メンタルヘルス講座 
WE LOVE ZAMA!健康体操 
WE LOVE ZAMA!健康体操相模倶楽部 
 
痛み和らぐのびのび体操 

医師によるヘルスセミナー①関
節痛②メタボリックシンドローム
③基本健康診査の結果について 
 
 
運動セミナー 

 
メタボリックシンドローム予防セミナー 
 
おいしいヘルシークッキング 

市健康まつり 
30歳からのレディースセミナー 
初心者向けウオーキング教室 
ふれあいスポーツデー 
健康ウオーキング 
相模川クリーン推進運動 
フィールドゲーム大会 
中高年水中健康ウオーキング 
市健康まつり体力測定 
市民健康マラソン大会 
市駅伝競走大会 
ソフトバレーボール大会 
 
秋の文化財巡り 
 
カヌーに挑戦 
こどもインターナショナル 
クッキング 
 
くらしと健康講座 
 
親子で米作り隊 
キッズよさこい 
北文町中たんけんたい 
 
卓球教室 

７月から２月まで［全16回］ 
７月14日（土） 
①10月７日（日）②14日（日）③21日（日） 
10月～11月予定［全３回］ 
年間６回 
毎月第２、第４日曜日 
①６月14日（木）②11月16日（金）
③平成20年１月29日（火） 

①６月22日（金）②10月12日（金）
③12月12日（水） 
 
①７月11日（水）②18日（水）
③23日（月）［全３回] 
④11月８日（木）⑤15日（木）
⑥22日（木）［全３回] 
①10月12日（金）②15日（月）③19日（金） 
①10月25日（木）②11月30日（金）
③平成20年３月５日（水） 
11月４日（日） 
①11月５日（月）②９日（金） 
11月14日（水） 
６月16日（土） 
①６月24日（日）②９月29日（土） 
９月２日（日） 
10月13日（土） 
10月22日（月）～24日（水） 
11月４日（日） 
12月２日（日） 
平成20年３月２日（日） 
平成20年３月９日（日） 
 
10月21日（日） 
 
７月26日（木）～27日（金） 

①11月②12月③④２月 
 
 
10月～12月 
 
５月～11月 
平成20年３月～４月 
通年 
 
７月１回、平成20年１月１回 

健康づくり課 
�046（252）7995 
�046（255）3550

保健医療課 
�046（252）7225 
�046（252）7043

スポーツ課 
�046（252）8177 
�046（252）4311

生涯学習推進課 
�046（252）8476 
�046（252）4311

青少年課  
�046（253）8411 
�046（259）2163

市公民館  
�046（255）3131 
�046（252）2776

北地区文化センター 
�042（747）3361 
�042（747）8542

東地区文化センター 
�046（253）0781 
�046（253）0789

講　　座　　名 と　　き 担　当 

平成19年度健康なまちづくり事業予定表 

○と　き　６月23日（土）午前10時～11時30分（午前９
時30分開場）

○ところ　スカイアリーナ座間（市民体育館）武道室
○内　容　肩こりの解消法と予防のた
めの実技講座

○対　象　18歳以上
○定　員　50人（申込順）
○受講料　500円
○持ち物　動きやすい服装、タオル
○申込方法　６月22日（金）までに電話で予約または受
講料を添えて直接担当へ

※現金の取り扱いは午後５時まで。電話で予約した場合
は、申し込み後１週間以内に手続きを。
担当 市民体育館 �046（255）0077 �046（255）1188

○と　き　６月22日（金）午後１時30分～３時
○ところ　市民健康センター
○内　容　関節痛を中心とした講話
○対　象　40歳以上
○定　員　60人（申込順）
○参加費　無料
○持ち物　筆記用具、健康
手帳（お持ちでない方に
は当日発行します）

○申込方法　６月21日（木）
までに電話で担当へ

担当 保健医療課
�046（252）7225 �046（252）7043
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医師によるヘルスセミナー 

ふしぶしの痛みが 
　　気になる方へ 

▲心と体のバランスを整え日々の生活を健康的に過ごしましょう



割
を
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
比
例

税
率
に
改
め
た
こ
と
に
よ
る
増

額
分
は
、
所
得
税
を
現
在
の
四

段
階
か
ら
六
段
階
に
変
更
す
る

こ
と
で
調
整
さ
れ
ま
す
（
表
１

参
照
）。

個
人
住
民
税
と
所
得
税
で

は
、
扶
養
控
除
や
配
偶
者
控
除

な
ど
の
人
的
控
除
額
に
差
が
あ

り
ま
す
（
表
２
参
照
）。
同
じ

収
入
金
額
で
も
、
個
人
住
民
税

の
課
税
所
得
は
、
所
得
税
よ
り
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地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
個

人
住
民
税
（
市
・
県
民
税
）
の

税
率
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
個

人
住
民
税
の
所
得
割
は
、
今
ま

で
三
段
階
（
五
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
三
パ
ー

セ
ン
ト
）
で
し
た
が
、
所
得
の

多
い
少
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
一

律
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
市
民
税

六
パ
ー
セ
ン
ト
・
県
民
税
四
パ

ー
セ
ン
ト
）
に
改
め
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
個
人
住
民
税
の
所
得

Ｑ　どのように変わりますか？
Ａ 今まで３段階（５％、10％、13％）の累進課税だった個人住民税の所
得割が、所得にかかわらず一律10％（市民税６％、県民税４％）の比例
税率に変わります。

Ｑ　税負担は増えますか？
Ａ 個人住民税は増えますが、所得税の税率を変えることで税額を減らして
調整するため「個人住民税＋所得税」での負担は、基本的には変わりませ
ん。しかし、定率減税の廃止や県民税の超過課税などにより、税負担は増
加します。

Ｑ　いつからですか？
Ａ 所得税と個人住民税の納付方法によって、実施時期にずれがあります。
例えば、サラリーマンなど毎月の給料から税金を天引きされている方は、
所得税の減少が平成19年１月の給料から、個人住民税の増加が19年６月
の給料から、それぞれ実施されますので、税負担の減少が先行します。
また、年金受給者は、所得税の減少が19年２月の払い込みから、個人

住民税の増加が19年６月の納付から、それぞれ実施されますので、税負
担の減少が先行します。
なお、事業者は、個人住民税の増加が19年６月から、所得税の減少が

20年３月の確定申告から実施されますので、税負担の増加が先行します。
※これは一般例であり、すべての方が該当するわけではありません。

&
?? 個人住民税 

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
度
課
税
分

か
ら
個
人
住
民
税
が
変
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
既
に
三
月
十
五
日
号
で
お

知
ら
せ
し
た
と
お
り
で
す
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
市

民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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多
く
な
っ
て
い
ま
す
で
、
個
人

住
民
税
の
税
率
を
五
パ
ー
セ
ン

ト
か
ら
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き

上
げ
た
場
合
、
所
得
税
の
税
率

を
引
き
下
げ
た
だ
け
で
は
、
税

負
担
が
増
え
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
対
し

て
は
、
納
税
者
の
税
負
担
が
変

わ
ら
な
い
よ
う
に
個
々
の
納
税

者
の
人
的
控
除
の
適
用
状
況
に

応
じ
て
、
個
人
住
民
税
を
減
額

し
ま
す
（
た
だ
し
、
人
的
控
除

で
は
な
い
生
命
保
険
料
や
損
害

保
険
料
等
の
控
除
額
の
差
は
考

慮
さ
れ
ま
せ
ん
）。
そ
の
額
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
計
算

し
ま
す
。

な
お
、
合
計
課
税
所
得
金
額

200万円以下の金額 

700万円以下の金額 

700万円超の金額 

700万円以下の金額 

700万円超の金額 

330万円以下の金額 

900万円以下の金額 

1,800万円以下の金額 

1,800万円超の金額 

195万円以下の金額 

330万円以下の金額 

695万円以下の金額 

900万円以下の金額 

1,800万円以下の金額 

1,800万円超の金額 

３％ 

８％ 

10％ 

２％ 

３％ 

10％ 

20％ 

30％ 

37％ 

 

 

一律 

 

 
一律 

 

６％ 

 

 
４％
 

５％ 

10％ 

20％ 

23％ 

33％ 

40％ 

改　正　後 改　正　前 

課税所得 標準税率 課税所得 標準税率 

市
民
税 

個
人
住
民
税 

税
目 

県
民
税 

所
　
得
　
税 

表１　税目および課税所得別の税率一覧 

定
率
減
税
と
は
、
平
成
十
一

年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
厳

し
い
経
済
状
況
に
対
応
す
る
緊

急
避
難
的
な
特
例
措
置
と
し
て

導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
税
額
か

ら
一
定
の
額
を
控
除
す
る
措
置

で
す
。
こ
の
定
率
減
税
が
十
九

年
度
か
ら
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

国
は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら

六
十
五
歳
以
上
の
方
を
対
象
に

し
た
老
年
者
非
課
税
措
置
を
廃

止
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
急
激

な
税
負
担
の
増
加
を
緩
和
す
る

た
め
の
経
過
措
置
と
し
て
、
十

七
年
一
月
一
日
現
在
六
十
五
歳

以
上
（
昭
和
十
五
年
一
月
二
日

表2　住民税と所得税の人的控除の差 

所　得　控　除 

障害者控除 

寡婦控除 

配偶者控除 

配偶者控除 

同居特別障害者加算 

基礎控除 

配偶者 
特別控除 

寡夫控除 

勤労学生控除 

普通障害者 

特別障害者 

一般寡婦 

特別寡婦 

一般配偶者 

老人配偶者 

配偶者の合計所得金額 

38万円超 

40万円未満 

配偶者の合計所得金額 

40万円以上 

45万円未満 

一般扶養 

特定扶養 

老人扶養 

同居老親等 

所 得 税 

27万円 

40万円 

27万円 

35万円 

27万円 

27万円 

38万円 

48万円 

 

38万円 

 

 

36万円 

 

38万円 

63万円 

48万円 

58万円 

35万円 

38万円 

個人住民税 

26万円 

30万円 

26万円 

30万円 

26万円 

26万円 

33万円 

38万円 

 

33万円 

 

 

33万円 

 

33万円 

45万円 

38万円 

45万円 

23万円 

33万円 

差 　 額 

1万円 

10万円 

1万円 

5万円 

1万円 

1万円 

5万円 

10万円 

 

5万円 

 

3万円 

 

5万円 

18万円 

10万円 

13万円 

12万円 

5万円 

以
前
生
ま
れ
）
で
、
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
百
二
十
五
万
円

以
下
の
方
に
つ
い
て
は
、
十
八

年
度
分
は
税
額
の
三
分
の
二

を
、
十
九
年
度
分
は
税
額
の
三

分
の
一
を
減
額
す
る
措
置
が
と

ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
二
十
年
度
分
以
降

に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
が
終

了
す
る
た
め
、
税
の
減
額
は
あ

り
ま
せ
ん
。

な
お
、
均
等
割
額
に
つ
い
て

は
、
十
八
年
度
分
が
千
三
百
円

（
市
民
税
千
円
・
県
民
税
三
百

円
）、
十
九
年
度
分
が
二
千
六

百
円
（
市
民
税
二
千
円
・
県
民

税
六
百
円
）
課
税
さ
れ
ま
す
。

県
は
、
水
源
環
境
の
保
全
・

再
生
に
継
続
的
に
取
り
組
む
た

め
、
水
を
利
用
す
る
県
民
の
皆

さ
ん
に
広
く
負
担
を
い
た
だ

く
、
県
民
税
の
均
等
割
と
所
得

割
に
対
す
る
超
過
課
税
を
実
施

し
ま
す
。

対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
十

九
年
度
分
か
ら
二
十
三
年
度
分

ま
で
の
県
民
税
で
す
。
税
率
に

つ
い
て
は
、
均
等
割
が
千
円
か

ら
千
三
百
円
に
、
所
得
割
が
四

パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
四
・
〇
二
五

パ
ー
セ
ン
ト
に
変
わ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
納
税
者

一
人
当
た
り
の
平
均
超
過
課
税

負
担
額
は
、
年
額
約
九
百
五
十

円
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
老
年
者
非
課
税
措
置

の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
を
受

け
て
い
る
方
は
、
十
九
年
度
分

の
超
過
課
税
の
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。

改
正
前
後
の
所
得
税
・
個
人

住
民
税
の
計
算
例
を
、
左
に
示

し
て
あ
り
ま
す
の
で
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
（
別
掲
参
照
）。

高齢者や障害者などが居住する平成19年
１月１日以前から存在する家屋を、平成19
年４月１日から平成22年３月31日までの間
にバリアフリー改修工事をし、次の要件を
満たす場合は、その家屋に係る翌年度分の
固定資産税を３分の１減額します。
【要 件】
１　次のいずれかの方が当該家屋に居住していること
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害者

２　自己負担額30万円以上の次のいずれかの工事であること

・廊下の拡幅　　　　　　 ・階段の勾配
こうばい

の緩和
・浴室の改良　　　　　　 ・便所の改良
・手すりの取り付け　　　 ・床の段差の解消
・引き戸への取り替え　　 ・床表面の滑り止め化
３　改修工事終了日から３カ月以内に必要書類を担当に提出す
ること

※申告書や添付書類など、手続きについて詳しくは、担当にお
問い合わせください。

担当 固定資産税課　�046（252）8047 �046（255）3550

○調整控除の計算方法
（１）合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の①，②のいずれか少ない金額の５％
①人的控除額の差の合計額　②合計課税所得金額

（２）合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額－

（合計課税所得金額－200万円）｝
の５％(市民税３％、県民税２％を控除）
※この金額が2,500円未満のときは2,500円

と
は
、
所
得
控
除
後
の
課
税
総

所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金

額
と
課
税
山
林
所
得
金
額
の
合

計
額
で
、
課
税
長
期
譲
渡
所
得

金
額
等
の
分
離
課
税
に
係
る
課

税
所
得
金
額
は
、
含
ま
れ
ま
せ

ん
。

各種申請や届け出などの行政手続や審査事務の効率化・迅速化
を進め、市民の皆さんへのサービスをより向上させるために「電
子申請・届出システム」を利用したサービスを開始しています。
従来の申請や届け出などの手続きは、申請書を行政窓口に持参ま
たは郵送する必要がありましたが、同システムを利用すれば、休
日や夜間でも自宅や会社からインターネットで手続きができます。
このサービスの入り口は、市ホームページ（http://www.city.

zama.kanagawa.jp/）の左側メニューにある“電子申請・届け
出”です。こちらをクリックし、メニューから手続きを選択する
と説明画面が表示されますので、受付期間、申請・届け出方法な
どを確認の上、手続きをしてください。
なお、現在、利用できる手続きは次のとおりです。

○電子申請・届け出ができる手続き

※ 印の手続きはあらかじめ公的個人認証サービスの電子証明書
の交付を受けているICカードとICカードリーダが必要です。
※操作方法がわからないときは、e-kanagawaコールセンター�
0570（05）7500へお問い合わせください。
※受付時間は午前８時30分から午後５時30分までです（土曜・日曜
日、祝日、年末年始を除く）。

担当 電算システム課 �046（252）7233 �046（255）3550

別掲

所得税・個人住民税額の計算例（定率減税・県超過課税を含む）

●独身者の場合 

給与所得者 

給与収入 

300万円 
500万円 

改正前（単位：円） 改正後（単位：円） 

111,600 
232,200

63,600 
154,700

175,200 
386,900

62,000 
160,500

131,100 
265,400

193,100 
425,900

所得税 個人住民税 所得税 計 個人住民税 計 

●上記（☆）の夫婦と子供二人で給与収入500万円の場合の詳細 

給与収入 
所　得　　A

所得控除 

課税所得（Ａ－Ｂ）　　　Ｃ 
税　　率　　Ｄ 
税　　額（Ｃ×Ｄ）　　　Ｅ 
調整控除　　Ｆ 
定率減税　　Ｇ　　　 
税　　額（Ｅ－Ｆ－Ｇ）　Ｈ 
均等割額　　Ｉ 
税額合計（Ｈ＋Ｉ） 

改正前（単位：円） 改正後（単位：円） 

500,000 
380,000 
630,000 
380,000 
380,000 

2,270,000 
1,190,000 

10％ 
119,000 

 
11,900 
107,100

500,000 
330,000 
450,000 
330,000 
330,000 

1,940,000 
1,520,000 

5％ 
76,000 

 
5,700 
70,300 
4,000

500,000 
380,000 
630,000 
380,000 
380,000 

2,270,000 
1,190,000 

5％ 
59,500 

 
廃止 

59,500

5,000,000 
3,460,000

500,000 
330,000 
450,000 
330,000 
330,000 

1,940,000 
1,520,000 
10.025% 
152,380 
16,500 
廃止 

135,800 
4,300

所得税 所得税 個人住民税 個人住民税 

●夫婦と子供二人の場合 

給与収入 

300万円 
500万円（☆） 

改正前（単位：円） 改正後（単位：円） 

0 
107,100

12,300 
74,300

12,300 
181,400

0 
59,500

13,300 
140,100

13,300 
199,600

所得税 個人住民税 所得税 計 個人住民税 計 

※子供のうち一人が特定扶養親族（16歳～22歳）に該当するものとしています。 

※収入の10％の社会保険料が控除されるものとして計算しています。 
※改正前の個人住民税には、均等割4,000円（市民税3,000円、県民税1,000円）、改正後の個人住民税には、
均等割4,300円（市民税3,000円、県民税1,300円）が含まれています。 

※改正後の税額合計が増えるのは、定率減税の廃止と県民税超過課税の実施によるものです。 
※調整控除Ｆの算出方法は、合計課税所得金額が200万円以下の場合、人的控除額の差の合計額（330,000円）
と合計課税所得金額（1,520,000円）の小さい金額の５％となるので、330,000円×５％＝16,500円が調整控
除となります。 

社会保険料控除 
配偶者控除 
特定扶養控除 
一般扶養控除 
基礎控除 
所得控除計　Ｂ 

●独身者の場合 

年金受給者 

年金収入 

200万円 
300万円 

改正前（単位：円） 改正後（単位：円） 

28,800 
114,300

6,900 
65,000

35,700 
179,300

16,000 
63,500

25,600 
134,100

41,600 
197,600

所得税 個人住民税 所得税 計 個人住民税 計 

●上記（★）の夫婦二人で年金収入300万円の場合の詳細 

年金収入 
所　得　　A

所得控除 

課税所得（Ａ－Ｂ）　　　Ｃ 
税　　率　　Ｄ 
税　　額（Ｃ×Ｄ）　　　Ｅ 
調整控除　　Ｆ 
定率減税　　Ｇ　　　 
税　　額（Ｅ－Ｆ－Ｇ）　Ｈ 
均等割額　　Ｉ 
税額合計（Ｈ＋Ｉ） 

改正前（単位：円） 改正後（単位：円） 

150,000 
480,000 
380,000 

1,010,000 
790,000 
10％ 

79,000 
 

7,900 
71,100

150,000 
380,000 
330,000 
860,000 
940,000 

5％ 
47,000 

 
3,600 
43,400 
4,000

150,000 
480,000 
380,000 

1,010,000 
790,000 

5％ 
39,500 

 
廃止 

39,500

3,000,000 
1,800,000

150,000 
380,000 
330,000 
860,000 
940,000 
10.025％ 
94,235 
7,500 
廃止 

86,700 
4,300

所得税 所得税 個人住民税 個人住民税 

●夫婦二人の場合 

年金収入 

200万円 
300万円（★） 

改正前（単位：円） 改正後（単位：円） 

0 
71,100

非課税 
47,400

0 
118,500

0 
39,500

非課税 
91,000

0 
130,500

所得税 個人住民税 所得税 計 個人住民税 計 

※平成19年１月１日現在71歳以上の夫婦で計算しています。 
※収入の５％の社会保険料が控除されるものとして計算しています。 
※改正前の住民税には、均等割4,000円（市民税3,000円、県民税1,000円）、改正後の住民税には、均等割
4,300円（市民税3,000円、県民税1,300円）が含まれています。 
※「老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置」が含まれています。なお、該当する方に対する平成19年度
県民税超過課税は適用されません。 

※改正後の税額合計が増えるのは、定率減税の廃止と県民税超過課税の実施によるものです。 
※調整控除Ｆの算出方法は、合計課税所得金額が200万円以下の場合、人的控除額の差の合計額（150,000円）
と合計課税所得金額（940,000円）の小さい金額の５％となるので、150,000円×５％＝7,500円が調整控除
となります。 

社会保険料控除 
配偶者控除 
基礎控除 
所得控除計　Ｂ 

181,400 199,600

118,500 130,500

個
人
住
民
税
の
税
率
が

県
民
税
４
％
・
市
民
税

６
％
の
一
律
10
％
に

人
的
控
除
額
の
差
を調

整

定
率
減
税
が
廃
止
に

老
年
者
非
課
税
措
置
の

廃
止
に
伴
う
経
過
措
置

新
た
に
県
民
税
の

超
過
課
税
を
実
施

地
方
税
法
改
正
に
よ
り

地
方
税
法
改
正
に
よ
り 

　
個
人
住
民
税
が
変
わ
り
ま
し
た

　
個
人
住
民
税
が
変
わ
り
ま
し
た 
地
方
税
法
改
正
に
よ
り

地
方
税
法
改
正
に
よ
り 

　
個
人
住
民
税
が
変
わ
り
ま
し
た

　
個
人
住
民
税
が
変
わ
り
ま
し
た 
地
方
税
法
改
正
に
よ
り 

　
個
人
住
民
税
が
変
わ
り
ま
し
た 

手　続　き　名
行政情報公開請求
住民票の写し交付申請
住民票記載事項証明書（定型）交付申請
付記転出届
印鑑登録証明書交付申請
粗大ごみ収集申込
し尿処理申込
国民健康保険基本健康診査受診申込
小児医療証交付申請
小児医療証再交付申請
犬の死亡届
犬の登録事項変更届
胃がん・大腸がん検診受診申込
児童手当認定請求
児童手当現況届
児童手当額改定認定請求書・額改定届
介護保険要介護認定・要支援認定申請（更新のみ）
市営住宅長期不使用届
市営住宅退居届
水道使用開始届
水道使用中止届
給水装置用途変更届
消防訓練実施計画書
消防訓練実施結果報告書

インターネットで 
　　　各種申請や届け出を 
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６月は環境月間です。今、地球温暖化などの環境問題が深刻化
しています。住みよい環境を、次代を担う子どもたちに引き継ぐ
ことはわたしたちの責務です。そのためには、日ごろから一人一
人が“環境にやさしいくらし”を心掛けることが必要です。
例えば、省エネのためにエアコンの設定温度を控え目にするこ

とやアイドリングストップをすること、リサイクルの推進やごみ
分別を徹底すること、さらには水を大切にすることなどは、今日
からでも始められる環境に優しい暮らし方です。
この機会に、皆さんも改めて「環境」について考え、できるこ

とから行動に移しましょう。
担当 環境対策課　�046（252）8214 �046（257）7743

毎年、６月は「かながわ環境月間」です。今年の県下統一テーマは「環境にやさしいくらし～考える人でありたい　地球のために！～」です。市では、こ
の環境月間に合わせて「環境講演会」を開催します。ここでは、その内容と、省エネに役立つ「住宅用太陽光発電設備設置費助成制度」について紹介します。

○と　き　６月26日（火）午
後２時～３時30分

○ところ　サニープレイス
座間（総合福祉センター）

○講　師　小関哲哉さん
（時事総合研究所客員研
究員）

○定　員　80人
○申込方法　電話で担当へ
担当 環境対策課

�046（252）8214 �046（257）7743

環境に優しいクリーンなエネルギーの活用を進めるため、住宅用太陽光発電設備を設置しようと
する方に、その費用の一部を助成しています。
○対　象　市内において、住宅用太陽光発電設備を住宅などに設置する方で、次の要件を全て満た
している方
▽要件＝（1）設置工事着手の７日前までに補助金等交付申請書を提出できる方（2）設置工事およ
びそれに要する費用の支払いや電力会社との契約などを平成20年３月20日までに完了できる方
（3）電力会社と電力受給契約を締結する方（4）その他、補助金交付要綱に定める要件を満たす方
※既に発電システムを設置の方、工事中の方は対象になりません。

○受付期限 平成20年２月29日（金）
○助成金額　太陽電池の最大出力１キロワット当たり３万円（限度額15万円）
※助成対象要件や申請方法など詳しくは、担当にお問い合わせください。
担当 環境対策課　�046（252）8214 �046（257）7743

リサイクルは、環境保全と省資源に役立ちます。市では、プラスチック製容器包装回収を平成13年４月から開始したほか、16年６月には東原２丁目にリサ
イクルプラザを建設するなど、ごみの資源化・再利用に努めています。しかし、リサイクルは、市民の皆さんの協力がなければ進めることができません。よ
り一層の分別の徹底などに、ご協力をお願いします。

平成18年度の資源物収集量は、約9,073トンで、17年
度に比べ0.3パーセント増加しました。市では、空き缶、
空き瓶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙
類、布類、その他金属類の資源物を分別収集していま
す。分別品目が増え資源物とごみの出し方が複雑にな
りましたが、皆さんのご協力により、おおむね順調に
進んでいます。
また、資源物分別収集のほかにも、子ども会、自治

会などの各団体が実施する集団資源回収に、１キログ
ラム当たり３円の奨励金を交付してごみの資源化を進
めています。18年度は、合計で約1,486トンを回収しま
した（右表参照）。
分別収集分と集団資源回収分を合わせると、１年間

で約10,559トンを資源化したことになります。今後も
引き続き分別収集にご協力をお願いします。
担当 清掃課 �046（252）8724 �046（252）7641

品　目 

新　聞 

雑　誌 

ダンボール 

古繊維 

アルミ缶 

金物スチール 

空き瓶など 

合　計 

回収量（�） 奨励金（円） 

1,047,160 

159,277 

201,280 

49,594 

26,972 

569 

1,156 

1,486,008

3,141,480 

477,831 

603,840 

148,782 

80,916 

1,707 

3,468 

4,458,024

リサイクルプラザでは、粗大ごみとして各家庭か
ら出された家具などを、補修を施してから展示し、
希望者に安価で販売しています(多数抽選)。６月分の
購入申し込みを以下のとおり受け付けます。
○と　き
▽購入申込＝６月９日(土)～16日(土)午前９時～午
後５時　(16日は正午まで)
▽販売抽選＝６月16日(土)午後１時～
※毎週月曜日(祝日の場合は翌日)は休館です。

○ところ　リサイクルプラザ(東原２－16－10)
○対　象　営利を目的としない市内在住・在勤者
○申込点数　一人１点まで
※購入物は各自で持ち帰りとなります。
担当 リサイクルプラザ

�046（252）7963 �046（252）7964

平成18年度集団資源回収
品目別回収量・奨励金

節水は、水道料金と下水道使用料の節
約になるだけでなく、水道水の供給には
多大な電力が必要であることから、地球
温暖化対策の推進にもつながります。日
ごろから次のとおり節水に努めましょ
う。
○食器は、洗いおけなどに水をためて洗
いましょう。また、洗車の際もバケツ
に水をためるようにしましょう。

○風呂の残り湯は洗濯水などとして再利
用し、雨水は、雨水貯留槽やバケツに
ためて庭の散水などに利用しましょ
う。

このまま都市化が進み、地面がコンクリートで覆われていくと、雨水が地下に浸透できないため、地下水が
枯渇してしまう恐れがあります。木を植えるなどして、できるだけ地面を舗装しないようにするほか、雨水浸
透ますや雨水浸透トレンチを設置するなど、雨水が地下に浸透しやすくなるよう、ご協力をお願いします。
◆雨水浸透施設などの設置助成額
○雨水浸透ます　１基当たり12,500円（重点的涵養推進区域は１基17,000円）
○雨水浸透トレンチ　１メートル当たり6,500円
○浸透性アスファルト舗装　１平方メートル当たり500円
○雨水貯留槽　１基当たり25,000円
※助成額や対象には一定の条件がありますので、事前に担当にご相談ください。

担当 環境対策課�046（252）7675 �046（257）7743

地球のために 
「環境にやさしいくらし」 
　　考えましょう！ 

地球のために 
「環境にやさしいくらし」 
　　考えましょう！ 

地球のために 
「環境にやさしいくらし」 
　　考えましょう！ 

環境講演会
～地球環境とエネルギー～

住宅用太陽光発電設備設置費助成制度

資源物分別収集量の実績報告と集団資源回収実績 リサイクルプラザ
再生家具の展示・販売

湧水
ゆうすい

、地下水量の保全のために雨水浸透にご協力を
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６月１日（金）から７日（木）までは、「水道週間」です。このたび、芹沢公
園南端の栗原水源地に、座間ロータリークラブから「市の大切な水資源を未来に
残したい」という思いを刻んだ石碑を、建立していただきました。この石碑の除
幕式と、市内水道水の約60パーセントを配水している第１配水場でイベントを、
水道週間に合わせて次のとおり実施します。
また、期間中（土曜・日曜日を除く）午後１時30分から市役所１階市民ホール

で、市の水道事業について分かりやすく紹介するビデオ「座間の水道」の放映も
します。このビデオは貸し出しもしていますので、担当にお問い合わせください。

水道は、健康で文化的な市民生活やさまざまな社会経済活動を支える必要不可
欠な生活基盤の一つです。市では、今後もより一層皆さんに信頼される水道を目
指し、配水池の耐震化や水質管理の強化など安全で安心な水を安定的に供給でき
るよう努めていきます。
担当 水道業務課　�046（252）7513 �046（257）4155

○と　き　６月２日（土）午前10時～11時30分
○ところ　栗原水源地（栗原中央2906、芹沢公園南端）

○と　き　６月３日（日）午前10時～午後３時
○ところ　第１配水場（入谷4－3064、立野台小学校
西側）

○内　容　ウォーターパッカー（災害時等配布用水袋
製造機）実演、給水車展示・実演、市水道施設パネ
ル展示、アンケートに答えて「座間の水」ペットボ
トル（２リットル入り）をもらおう、水道ミニ相談
会、「座間の水　地下水100％」ペットボトル（500
ミリリットル入り）の販売（１本105円）

市役所 

入口   入口 

図 
書 
館   

駐車場 
第１ 
配水場 

立野台小学校 

GS

光化学スモッグは、特定の気象条件下（日射が強い、気温が
高い、風が弱いなど）で、工場や自動車などからの排出ガスに
含まれている窒素酸化物などが太陽の紫外線を受けて化学反応
を起こしたときに発生します。その被害による主な症状は、吐
き気、頭痛、のどの痛み、目のちらつきなどがあります。平成
18年度、本市を含む北相地域では７回「光化学スモッグ注意報」
が発令され、市内の中学生がのどの痛みを訴えるなどの被害が
生じました。
これらの被害を未然に防ぐため、注意報が発令されたときに

は、駅、学校、保育園などの公共施設に「光化学スモッグ注意
報発令中」と書かれた黄色い立て看板を掲示して、皆さんに注
意を呼び掛けます。この看板を見掛けたときは、車の運転や屋
外での運動などを控えるようにしてください。
また、毎日、光化学スモッグ注意報などの情報を、県環境科

学センターがテレホンサービスやホームページで提供していま
す（４月～10月）。注意報発令時には、解除されるまで、最新の
情報を随時提供していますので、ご活用ください。屋外で頻繁
にスポーツを楽しむという方には、メーリングサービスをお勧
めします。登録方法など詳しくは、同ホームページをご覧くだ
さい。

・県環境科学センターテレホンサービス　�0463（24）3322
・県環境科学センターホームページ
http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/haturei/

（パソコンなど）
http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/i/（携帯電話用）
※昨年度から市の光化学スモッグ緊急時措置等発令地域
が、県央地域から北相地域に変更されていますので、ご
注意ください。

なお、今後、皆さんが光化学スモッグの被害に遭ったと思わ
れるときは、症状などを担当にお知らせください。
担当 環境対策課 �046（252）8214 �046（257）7743

特別整理（蔵書点検）のため、図書館は６
月13日（水）から22日（金）まで休館します。
大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協
力をお願いします。
なお、休館中に返却する図書（ビデオ・Ｄ

ＶＤを除く）は玄関横のブックポストへ入れ
てください。

担当 図書館 �046（255）1211 �046（252）5704

危険物安全週間は、危険物を取り扱う事業所をはじめ、皆さんが危険物の危険性に
ついて再認識と理解を深めるために設けられています。危険物とは、身近なものでは
灯油やガソリンなどが対象になります。これらを取り扱うときは、十分注意をしてく
ださい。
なお、最近、セルフサービスのガソリンスタンドで静電気による火災が発生してい

ます。給油の前には、忘れずにアースに触って除電をしてください。
担当 消防本部予防課 �046（256）2213 �046（256）2215

皆さんが市内で出合った出来事や
風景を、“広報ざま”で紹介してみ
ませんか。市民の視点から街角の様
子をリポートする市民リポーターを
次のとおり募集します。
○募集人数　３人
○応募資格　20歳以上の市内在住・
在勤者

○業務内容　広報紙作成のための取
材活動や写真撮影、原稿作成など

○委嘱期間　７月～平成20年３月31日
○謝　礼　年額１万円
○選考方法　書類・面接審査
○応募方法　必要事項を記入した市販の履歴書（写真添付）、
「わたしの好きな座間」をテーマにした写真１枚（組写真
は３枚まで。カラープリントでＬサイズ）と説明文（200
～300字程度）を、６月14日（木）までに本人が市役所３階
情報推進課に持参

担当 情報推進課 �046（252）8321 �046（255）3550

消防団員として５年以上勤続後、退団された方の長年にわ
たる消防団活動の功績に対し、感謝状を贈呈しています。
去る５月８日に実施された贈呈式では、市長から佐原和政

さん（前第４消防分団長）ほか19人の皆さんに感謝状が送ら
れました。
担当 消防総務課 �046（256）2211 �046（256）2215

６月は、暴走族追放強化月間と二輪車交通事故防止強化月間
です。期間中は、暴走族の追放と二輪車の交通事故防止を重点
項目に掲げ、それぞれ「暴走は　しないさせない　ゆるさな
い！」「運転に　ゆとり　やさしさ　思いやり」をスローガンに、
暴走族・二輪車事故の撲滅に取り組んでいきますので、ご協力
をお願いします。
担当 市交通安全対策協議会事務局（安全対策課内）

�046（252）8158 �046（252）7773

石碑除幕式

水道施設開放（水道週間イベント）

「市民リポーター」募集 
広報 



※１コースにつき１枚のはがきでお申し込み
ください。各コースとも第２希望までの講座
を選択できます。
※市ホームページ「電子申請･届け出」から
も申し込みできます。

○保　育　▽実施講座＝講座名の後ろに「※保
育あり」と明示▽対象＝２歳～未就学児▽定
員＝各10人（多数抽選）▽保育料＝無料
※希望者は、はがき上部に「保育希望」と朱
書きし、お子さんの名前・年齢・性別を記入
してください。

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご
利用ください。
※受講希望者が定員を越えた場合は抽選を実施
し、結果は全員に通知します。
※受講決定者には、受講料の納付書を同封します。記載の納期限までにお納めく
ださい。
担当 生涯学習推進課 �046（252）8472 �046（252）4311
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平成19年度　市民大学開設一覧 
相模女子大学コース 相模原市文京２－１－１ 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

①からだに優しい食の演出 
　※保育あり 

８月４日～９月29日毎週土曜日（８月25日を 
除く）午後１時30分～３時（全８回） 

80

②三島由紀夫と吉行淳之介 ８月４日～９月29日毎週土曜日（８月25日を 
除く）午前10時～11時30分（全８回） 

70

③地域情報の発信、 
　誰がどのように担うのか？ 

８月６日（月）～９日（木）午前９時40分～ 
11時10分、午前11時30分～午後１時（全８回） 

65

④組織の不祥事はなぜ起きるのか？ 
　～社会のしくみと心のしくみ～ 

９月４日～25日毎週火曜･金曜日 
（９月21日を除く）午後２時～４時（全６回） 

100

⑤やり直し英会話 ９月４日～10月23日毎週火曜日 
午後７時～８時30分（全８回） 

60

1,500円 
（教材費と
して①は
800円別に
必要） 

北里大学コース 相模原市北里１－15－１ 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

暮らしに役立つ医療の知識 
９月５日～10月24日毎週水曜日 
午後１時30分～３時（全８回） 

健康に過ごすための 
　　　日常生活と疾病予防 

９月６日～10月25日毎週木曜日 
午後１時30分～３時（全８回） 

各150

1,500円 
（資料代と
して、いず
れも500円
別に必要） 

相模原市総合学習センターコース 相模原市中央３－12－10

講　座　名 期　　間 定員 受講料 
①健康づくりと生活習慣 
　～一人ひとりの健康を地域 
　　　　　　　　の活力へ～ 
　※保育あり 

10月13日～12月１日毎週土曜日 
（11月３日、24日を除く） 
午後２時～４時（全６回） 

②ストップ地球温暖化! 相模原編! 
　～私たちが考え、 
　　　私たちができること～ 
　※保育あり 

10月13日～12月１日毎週土曜日 
（11月３日を除く） 
午前10時～11時30分（全７回） 

各60

1,500円 
（教材費と
して①は
1,000円別
に必要） 

総合電子専門学校コース 相模原市上鶴間本町３－18－27

講　座　名 期　　間 定員 受講料 
①オープンソースソフトウェア入門  
　～オープンソースソフトウェア体験～ 

９月１日～22日毎週土曜日 
午前９時～正午（全４回） 

②インターネット活用＆ 
　　　　　セキュリティ講座 

③Ｃ言語入門 
　～プログラムにふれる入門編～ 

④ホームページを作ろう 

10月１日（月）～４日（木） 
午前９時～正午（全４回） 

12月11日（火）～13日（木） 
午前９時～正午（全３回） 

12月11日（火）～14日（金） 
午後１時～４時（全４回） 

各20

1,500円 
（資料代と
して、いず
れも500円
別に必要） 

桜美林大学コース 相模原市淵野辺４－16－１ 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 
環境問題を正しく理解しよう 
　～環境問題のウソとホント～ 

９月28日～11月２日毎週金曜日 
午前10時40分～午後０時10分（全６回） 

心身の健康をさぐる 
10月１日～11月26日毎週月曜日（10月８日を 
除く）午前10時40分～午後０時10分（全８回） 

各70
1,000円 

1,500円 

青山学院大学コース 相模原市淵野辺５－10－１ 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

21世紀の課題「水・食糧・生態系」 
11月24日～12月22日毎週土曜日 
午後２時30分～４時（全５回） 

250 1,000円 

帝京大学コース 相模原市橋本６－２－１シティ・プラザはしもと内「ソレイユさがみ」
講　座　名 期　　間 定員 受講料 

健康への道しるべ 
11月10日～24日毎週土曜日 
午前10時～11時30分（全３回） 

180 1,000円 

座間市生涯学習推進課コース 座間市役所５－１会議室 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

本はこころのともだち 
　～こどもと楽しむ読書～ 
　※保育あり 

11月１日～12月６日毎週木曜日 
午前10時～正午（全６回） 40 1,500円 

1,500円 
（教材費と
して②は
3,000円、③
は4,000円
別に必要） 

和泉短期大学コース 相模原市青葉２－２－１ 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

子どもの権利 10月１日～22日毎週月曜日（10月８日を除く） 
午後１時～２時30分（全３回） 

30

子育ての臨床 
10月４日～25日毎週木曜日 
午前10時40分～午後０時10分（全４回） 

25

職業能力開発総合大学校コース 相模原市橋本台４－１－１ 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

①ことばから見た人と文化 ９月６日～27日毎週木曜日 
午後６時30分～８時（全４回） 

40

②人と機械の歴史を知る  
　～江戸・明治・大正・昭和 
　　　・平成そして未来へ～ 

９月５日～10月３日毎週水曜日 
午後６時30分～８時（全５回） 

20

③PICマイコンを使って 
　LEDを点灯してみよう 

７月31日～８月９日毎週火曜･木曜日 
午後６時30分～８時（全４回） 

10

④インターネットの安全な 
　使い方とセキュリティ対策 

10月16日～25日毎週火曜･木曜日 
午後６時30分～８時（全４回） 

25

⑤自分で行う左官壁リフォーム術 
　＜珪藻土（けいそうど）とは＞ 

９月11日～10月２日毎週火曜日 
午後６時30分～８時（全４回） 

10

麻布大学コース 相模原市淵野辺１－17－71

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

ウシ、ブタ、ニワトリの 
　　　　　　　努力と苦悩 

７月25日～９月12日毎週水曜日（８月15日、 
９月５日を除く）午後７時～８時30分（全６回） 

100 1,000円 

1,000円 

1,000円 

和泉福祉専門学校コース 相模原市大野台３－11－１ 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

高齢者の福祉と介護 ９月25日～11月27日毎週火曜日（10月16日、11月６ 
日を除く）午前10時40分～午後０時10分（全８回） 

60 1,500円 

④＝【対象】テキスト入力とマウス操作のできる初心者 
⑤＝【対象】全回出席できる方【レベル】初級 

【対象】平成18年度に受講していない方 

女子美術大学コース 相模原市麻溝台1900

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

①一目惚れするような人間像 
　はなぜ造られてきたのか？ 
　～プロメテウスの創造物たちのその後～ 

10月４日、18日、11月15日、29日、12月13日、 
20日、１月10日、24日いずれも木曜日 
午後１時20分～２時50分（全８回） 

220

②「いま、写真が面白い」 
　フィルム（モノクロ）とデジタル 
　　　　による撮影とプリント体験 

９月１日～10月６日毎週土曜日 
（９月22日を除く）午後１時～４時 
（全５回） 

③日本画  
　岩えのぐで描く、 
　　　　世界で一枚の絵 

７月17日（火）､18日（水）午前10時～正午、 
午後１時～４時、７月23日（月）～25日（水） 
午後１時～４時（５日間、全７回） 

各20

②＝【対象】パソコンの基本操作ができる方 
③＝【レベル】初・中級 

①＝【対象】全回出席できる方のみ 
②＝【対象】円滑にパソコンの基本操作ができる方。これからインターネットを始めたい方も可 
　　【レベル】初級 
③＝【対象】テキスト入力ができる方 
④＝【対象】テキスト入力、ファイル操作ができる方 

①＝【対象】なるべく全回出席できる方 
※②は、麻布大学と市民、行政が連携して企画した講座です。 

※最終回は公開講座として、受講者以外の方も受講します。 

市教育委員会と相模原市教育委員会では、今年度から新たに帝京大学を加えた、
相模原市内の９つの大学と２つの専門学校の協力により、市民大学を開講します。
講師は各学校の先生が担当し、それぞれの学校の特色を生かした多彩なプログ

ラムになっています。コースと講座の概要は下表のとおり。詳しい内容は、市役
所および市内公共施設に備え付けの「市民大学講義案内」をご覧ください。
○対　象　15歳以上の市内在住・在勤・在学者
○受講数　13コース（学校）から各１講座、最大４講座受講可能
○申込方法　官製はがき（講義案内に添付の専用はがきも利用可）に必要事項を
記入（右記参照）し、６月14日（木）までに〒228-8566座間市緑ケ丘１－１－
１座間市教育委員会生涯学習推進課あて郵送（必着）

市民大学申し込み

１．コース名　　○○○コース

２．講座名
①第１希望
②第２希望
（なければ記入不要）

３．氏名・ふりがな

４．性別・年齢

５．郵便番号・住所

６．電話番号

＊在勤・在学の方は、会社（事業
所）学校などの名称・住所・電話
番号も記入してください。

－受講申し込みはがき記入事項－

○と　き　７月14日（土）午後２時～４時
○ところ　相模原市民会館ホール
○内　容　式典、講演
○対　象　受講生に限らず、どなたでも
○参加費　無料

★開講記念講演★
○テーマ　自然観察入門～身近なチョウの生態を知る～
○講　師　岩野秀俊さん（日本大学生物資源科学部教授）



▽とき＝６月11日（月）午後１時15分～２時15分受け
付け（時間厳守）▽ところ＝市民健康センター▽対
象＝平成19年３月生まれ（対象者には個人あてに通知
をします）

▽内容＝身体測定と食事・発育状態・しつけの相談▽
持ち物＝母子健康手帳▽申込方法＝直接会場へ
※ひばりが丘コミュニティセンターには駐車場があり
ませんのでご了承ください。

▽とき＝６月26日（火）午前10時～11時30分▽とこ
ろ＝市民健康センター▽内容＝新しい友達をつくりた
い保護者のための教室。赤ちゃんと楽しく遊ぶ▽対
象＝生後３カ月～４カ月児（第１子に限る）とその保
護者▽定員＝先着30人▽持ち物＝母子健康手帳、バス
タオル▽申込方法＝電話予約

▽とき＝６月15日（金）午前９時～正午▽ところ＝市
民健康センター▽内容＝乳幼児期の運動発達面での心
配についての理学療法士による相談▽対象＝生後４カ
月～１歳６カ月児▽申込方法＝電話予約

▽ところ＝市民健康センター▽対象＝初産で妊娠20週
～31週の方と夫▽受講料＝500円（テキスト代）▽持
ち物＝母子健康手帳、筆記用具▽申込方法＝６月19日
（火）までに電話で担当へ

▽とき＝６月19日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成19年２月生まれ

市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査を実
施しています。対象者には個人通知をしますので、あ
らかじめ医療機関に電話連絡の上、母子健康手帳をお
持ちになり受診してください。
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保 予 保健医療課 

◆内科▽ところ＝指定医療機関▽対
象＝平成17年11月生まれ◆歯科▽と
き＝６月13日、20日いずれも水曜日午
前９時30分～10時30分▽ところ＝市民
健康センター▽対象＝平成17年10月生
まれ

▽とき＝６月27日（水）午後１時
～２時受け付け（12時30分から番
号札を発行）▽ところ＝市民健康
センター▽内容＝歯科健診、予防
処置および育児相談など（予防処
置は希望者のみで有料）▽対象＝
平成17年５月生まれ▽持ち物＝母
子健康手帳、歯ブラシ▽申込方法＝直接会場へ（事
前通知はありませんのでご注意ください）

▽とき＝６月12日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成15年12月生まれ▽持ち
物＝母子健康手帳

１月18日陸上自衛隊座間分屯
とん

地、１月24日市食品衛生協会、２
月８日東芝機械株式会社相模工
場、２月９日日産自動車株式会社
座間事業所、２月16日座間キャン
プ、２月22日三木プーリ株式会社相模事業所・森永乳
業株式会社研究情報センター、３月９日座間青年会議
所の協力で合計496人の方に献血していただきました。

▽とき＝６月18日（月）午前９時30分～10時30分受け
付け▽ところ＝市民健康センター▽内容＝身体測定、
尿検査、血圧測定、体脂肪測定と相談▽持ち物＝健康
手帳▽申込方法＝直接会場へ
※１カ月以内に禁煙を始めたい方は、禁煙相談も併せ
て実施しています（要電話予約）。

▽とき＝６月15日（金）午前９時30分～11時、午後１
時～２時30分受け付け▽ところ＝市民健康センター▽
対象＝職場などで受診する機会がない方（特に65歳以
上の方は年１回受診を）▽申込方法＝直接会場へ

予ＢＣＧ接種

と　き と　こ　ろ 受付時間 

６月15日（金） 

６月22日（金） 
午前９時30分 
　～10時30分 

市民健康センター 

ひばりが丘コミュニティセンター 

受付時間 
◆休日（日曜日・祝日）昼間 
診療科目 電話番号 診療場所 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
歯　科 

耳鼻咽喉科 
外科・婦人科・眼科 

相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野） 
消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分 

午前９時～11時45分、午後２時～４時30分 
午前９時～11時30分、午後１時30分～４時30分 
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５２）８２１７ 
�０４２（７５６）９０００ 
�０４６（２５１）０１１９ 

◆夜　間 
診療科目 電話番号 診療場所 受付時間 

受付時間 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
外　科 消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分 
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分 

午後６時～10時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５１）０１１９ 

◆深　夜 
診療科目 電話番号 診療場所 診療時間 

小児科（外科系を除く） 

内科・外科 消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

小児救急情報センター（左記）でご確認くだ 
さい。 午後10時～翌朝午前７時（重病の場合は午前８時） 

午後10時～翌朝午前８時 

�０４６（２５５）９９３３ 

�０４６（２５１）０１１９ 
※聴覚障害者専用問い合わせ先 �０４６（２５１）５２６３ 

予救急診療　　※電話をかける場合は番号をお確かめの上、お間違えのないように！

保育児相談

保なかよしベビークラス

保発達相談

保母親父親教室
と　き 内　容 

６月26日（火） 

６月30日（土） 

７月４日（水） 

７月７日（土） 

栄養の話、妊娠中の生活、 
赤ちゃんとの触れ合い体験 
産後の過ごし方と 
赤ちゃんの世話 
歯の話、妊婦体操、 
お産の流れと呼吸法 

午前９時15分 
　～11時30分 

午前９時30分 
　～11時30分 

赤ちゃんの沐浴、妊婦疑似 
体験、これからに向けて 

もくよく 

保４カ月児健康診査

保８～10カ月児健康診査

保１歳６カ月児健康診査

保２歳児歯科健康診査

保３歳６カ月児健康診査

予献血へのご協力ありがとうございます

保健康相談

予結核検診

歯周病などの早期発見と予防のために、成人歯
科健康診査を実施しています。40歳以上の方は12
月28日（金）までに受診してください（年間１回）。
○内　容　歯の状況、歯周病、歯列などの検診
○対　象　昭和11年４月２日から42年４月１日生
まれで、平成19年４月１日現在市内在住者（歯
科疾患治療中の方は除く）

○料　金　1,000円
○受診方法　指定医療機関（保健衛生のお知らせ
や市ホームページ参照）に受診日時を電話で予
約後、受診票を持参して受診

※受診票は４月下旬に送付しています。
※生活保護受給者および市県民税非課税世帯の方
は無料となりますので、予約後に担当に連絡して
ください。また、70歳の方も無料となりますが、
担当への連絡は不要です。
担当 保健医療課

�046（252）7225 �046（252）7043

障害者自立支援法に基づき平成18年10月に始まっ
た障害福祉サービス。より多くの方に利用していた
だけるよう、利用者の負担を軽減するなどの見直し
を実施したほか、新しい事業も開始しました。

日中に、障害者を一時的にお預かりするサービス
です。４月から次のとおり見直しました。
○負担額を一部引き下げ
○負担上減額を引き下げ（世帯における市民税額に
よる制限、資産要件あり）

○利用可能な事業所を追加
○送迎加算を追加

障害者の外出時の移動を補助するサービスです。
４月から次のとおり見直しました。

○必要不可欠な外出は無料
○負担上限額を引き下げ（世帯における市民税額に
よる制限、資産要件あり）

ご家族に用事があるときなどに、障害者を施設で
短期間お預かりするサービスです。市内の単独型短
期入所施設（通所施設に併設した宿泊可能な施設）
に対して４月から補助を開始しました。

居宅介護（ホームヘルプサービ
ス）を申請し、障害程度区分調査
の結果が非該当になったことによ
りサービスを受けられない方のう
ち、障害の程度により家事援助が
必要であると認められた方が利用
できるサービスです。
詳しくは担当にお問い合わせく

ださい。
担当 障害福祉課

�046（252）7132 �046（252）7043

ださい。現況届が提出されない場合は、６月分以降
の手当が支給停止になります。
○受付期限　６月29日（金）（土曜・日曜日を除く。
ただし、６月９日（土）、23日（土）の午前中は
受け付け）

○受付場所　市役所１階子育て支援課
担当 子育て支援課

�046（252）7201 �046（252）7043

児童手当の受給者は、毎年６月中に現況届を提出
することになっています。対象者には６月上旬に現
況届の用紙を郵送しますので、必ず手続きをしてく

日中一時支援事業

移動支援事業

単独型短期入所事業

生活サポート事業
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市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。 

お 役 立 ち 情 報 満 載 ！ 
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○と　き　６月30日（土）、７月１
日（日）午前10時～午後４時

○ところ　リサイクルプラザ（東原
２－16－10）

○内　容　網戸張り替えの基礎知識
の習得と実習

○対　象　市内在住者
○定　員　各日10人（申込順）
○参加費　300円（材料代・テキス
ト代）

○持ち物　軍手、筆記用具
○申込方法　６月28日（木）までに直
接・電話で担当へ（月曜日を除く）

担当 リサイクルプラザ
�046（252）7963 �046（252）7964

障害者の運動不足の解消や交流を
深める機会です。
○と　き　６月20日（水）午後１時
～３時

○ところ　スカイアリーナ座間（市
民体育館）

○申込方法　直接・電話・ファクス
で担当へ

※傷害保険に加入していますが、免
責事項や保険の支払額を超える場合
は、自己負担になります。また、送
迎や身体介護はしません。
担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

○と　き　７月23日（月）、24日
（火）午前10時～午後１時
○ところ　市民健康センター
○内　容　野菜をおいしく食べよう
～野菜入りのニョッキ、小学校の
給食で人気のサラダ～

○対　象　市内在住の小学生と保護
者

○定　員　各日13組（多数抽選）
○参加費　一人400円程度（保険料
含む）

○申込方法　任意の用紙に参加日、
住所、氏名、ふりがな、学年、電
話番号を記入し、６月８日（金）
までに市内各小学校に持参。また
は電話で各小学校へ（午後のみ）

担当 学校教育課
�046（252）8749 �046（252）4311

○と　き　６月17日（日）午前９時
30分～正午（雨天中止）

○ところ　芹沢公園（栗原中学校正
門前集合）

○対　象　小学生以上
○定　員　25人（申込順）
○参加費　無料
○持ち物　筆記用具、雨具
○申込方法　６月15日（金）までに
電話で担当へ

担当 生涯学習推進課
�046（252）8431 �046（252）4311

○と　き　６月４日（月）～６日
（水）午前10時～午後３時30分
○ところ　市役所１階市民ホール
○内　容　市内の生涯学習活動団体
の紹介と学習活動に参加したい方
を対象にした相談の受け付け

担当 生涯学習推進課
�046（252）8472 �046（252）4311

○と　き　６月17日（日）午後１時
30分～４時30分（午後１時15分～
受け付け）

○ところ　スカイアリーナ座間（市
民体育館）ミーティングルーム

○内　容　応急手当の重要性、人工
呼吸法、心臓マッサージ、自動体
外式除細動器（AED）の使用法、
大出血時の止血法などを学ぶ

○定　員　20人（申込順）
○持ち物　筆記用具
○申込方法　電話で担当へ
担当 消防管理課
�046（256）2211 �046（256）2215

○と　き　７月７日（土）、25日
（水）（午前７時市役所出発）
○ところ　アクアワールド大洗水族
館

○対　象　市内在住の障害者
○負担金　2,000円（介護者も同額、
本人の家族は3,000円）

○申込方法　６月15日（金）までに
直接・電話・ファクスで担当へ

※秋に実施予定の一泊旅行と腎機能
障害者の入浴券配布事業を希望する
方は申し込みできません。
担当 市障害者団体連合会事務局

（市社会福祉協議会内）
�046（266）2001 �046（266）2009

○と　き　６月19日（火）午後２時
～５時、21日（木）、22日（金）、
25日（月）、29日（金）午後１時
～４時（全５回）

○ところ　サニープレイス座間（総
合福祉センター）

○内　容　視覚障害者の普段の生活
について話を聞いて理解を深め、
障害者を支援するボランティア活
動に関して学ぶ講座

○定　員　40人（申込順）
○参加費　無料
○申込方法　電話で担当へ
担当 市社協ボランティアセンター
�046（266）2002 �046（266）2009

◆公民館おもちゃ病院
○と　き　６月16日（土）午前10時
～正午

○内　容　壊れたおもちゃの修理
（修理できない物もあります）
○対　象　小学生以下と保護者
○定　員　20組（先着順）
○費　用　無料

※部品代などが掛かる場合あり。
○参加方法　当日直接同館へ
※協力してくださるボランティアを
募集しています。希望者は同館へ。

◆小学生のお菓子作り
○と　き　６月23日（土）午後１時
30分～４時

○内　容　グレープフルーツの皮を
容器にしてゼリーを作る料理教室

○対　象　市内在住の小学生
○定　員　20人（申込順）
○参加費　400円（材料代）
○持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん、タオル

○申込方法　６月12日（火）までに
参加費を添えて直接同センターへ

◆６月はサークル開放月間
同センターを利用するすべてのサ

ークルを自由に見学できます。生涯
学習活動への理解を深める機会とし
てください。
○見学期間　６月１日（金）～30日
（土）までの午前９時～午後９時
45分（月曜日を除く）

○見学方法　お好きな日時にご来場
ください。各サークルの活動内容
など、詳しくは同センターへ

◆ほんとうに初めてのパソコン講座
○と　き　７月４日～25日毎週水曜
日①午後１時30分～４時30分②午
後６時30分～９時30分（いずれも
全４回）

○内　容　パソコン機能を知り、メ
ールやインターネットなどを体験
する講座

○対　象　市内在住・在勤のパソコ
ン初心者で全日程参加可能な方

○定　員　各16人（多数抽選）
○参加費　1,200円（テキスト代）
○持ち物　筆記用具
○申込方法　６月10日（日）までに
直接・電話・ファクスで同センタ
ーへ

◆地域福祉を考える講座
「ご近所ふくしでまちづくり」
○と　き　①６月26日（火）②７月
10日（火）午後１時30分～３時30
分

○テーマ（内容） ①「どうする、
どうなるご近所福祉」②トーク・
トーク「ご近所ふくし」でまちづ
くり参加

○対　象　市内在住者
○定　員　35人（申込順）
○持ち物　筆記用具
○申込方法　６月21日（木）までに
直接・電話・ファクスで同センタ
ーへ

◆子ども手づくり広場
～ガラスの風鈴～
○と　き　７月１日（日）午後１時
～３時

○内　容　ガラスの風鈴の絵付け
○対　象　市内在住の小学３年～６
年生

○定　員　15人（多数抽選）
○参加費　一人700円
○持ち物　透明な空き瓶、筆記用具、
タオル、作品を持ち帰るための袋

○申込方法　往復はがき１枚に参加
者一人の氏名、学年、住所、電話
番号を記入し、｢ガラスの風鈴」
参加希望と明記して６月16日（土）
までに同センターあて郵送

◆としょかんたんけんたい
○と　き　６月９日（土）午前10時
～正午

○内　容　図書館探検とお話会
○対　象　小学２年～６年生
○定　員　30人（先着順）
○参加方法　当日直接同館へ

市と市統計調査員協議会では、小
学生を対象に統計グラフ教室を開催
します。
統計グラフの基礎を勉強し、夏休

みの自由研究の一つとして、いろい
ろなことを調べたり観察したりし
て、統計グラフを作ってみませんか。
○と　き　６月23日（土）①午後１
時15分～２時30分②午後２時50分
～４時30分

○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）２階大会議室
○内　容　統計グラフ作成の基礎を
学ぶ教室

○対　象　①小学１年～３年生②小
学４年～６年生（保護者の参観可）

○定　員　各30人（申込順）
○持ち物　鉛筆、消しゴム、定規、
はさみ、電卓（②で持っている方）

○参加費　無料
○保　育　あり（10カ月児以上）
○申込方法　６月22日（金）までに
直接・電話・ファクス（住所、氏
名、電話番号、学校名、学年、保
育希望の有無を明記、保育希望者
は、６月15日（金）までに対象児
の名前、年齢も併せて明記）で担
当へ

※参加者には記念品を贈呈します。
担当 政策課
�046（252）8379 �046（255）3550

○募集人数　２人
○応募資格　市内在住・在勤者
○業務内容　市の保健福祉施策に関
する各種計画などの検討

○任　期　７月から２年間
○選考方法　論文審査
○応募方法　400字詰め原稿用紙３
枚にまとめた「わたしの考える地
域福祉」と題した論文を６月20日
（水）までに本人が担当に持参

担当 福祉支援課
�046（252）7122 �046（256）3600

「要支援者などの生活を住み慣れ
た地域で支える」という観点から創
設された“地域密着型サービス”を
提供する事業者の指定申請を次のと
おり受け付けます。
○受付日時　６月１日（金）～29日
（金）午前８時30分～午後０時15
分、午後１時～５時15分
※土曜・日曜日を除く
○受付場所　市役所１階長寿介護課
窓口

○受付対象サービス
【地域密着型介護サービス】夜間
対応型訪問介護、認知症対応型通
所介護、小規模多機能型居宅介護
【地域密着型介護予防サービス】
介護予防認知症対応型通所介護、
介護予防小規模多機能型居宅介護

※申請方法など詳しくは、担当にお
問い合わせください。
担当 長寿介護課
�046（252）7538 �046（252）8238

○と　き　６月19日（火）午前９時
30分～

○ところ　市役所５階教育委員会室
※傍聴や議題について詳しくは、担
当にご確認ください。
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

市内のさまざまな生涯学習活動を
紹介し、皆さんの学習活動参加のき
っかけとなる生涯学習フェスティバ
ル。平成20年３月上旬に開催するこ
の催しの運営に協力してくださる実
行委員を募集します。
○募集人数　若干名
○申込方法　６月15日（金）までに
直接・電話・ファクスで担当へ

担当 生涯学習推進課
�046（252）8472 �046（252）4311

教育相談は、子育てや学校生活で
の心配や不安、子どもが学校に行き
たがらないなど、小・中学生や保護
者からの相談に応じています。電話
のほか、市役所でも相談ができます
ので、一人で悩まずに、お気軽にご
相談ください。
○相談受付電話　�046（259）2164
○と　き　毎週月曜～金曜日午前10
時～午後４時

○ところ　市役所５階教育研究所
担当 教育研究所
�046（252）8460 �046（252）4311

▼ひばりが丘南児童館＝９日・23日
午後２時30分～３時30分▼小松原１
丁目児童遊園地＝７日午前10時30分
～11時30分▼入谷小学校＝21日午後
２時50分～３時45分▼東原小学校＝
８日・29日午後３時～３時45分▼Ｎ
ＴＴ栗原社宅＝６日・27日午前10時
30分～11時30分▼栗原小学校＝22日
午後２時45分～３時45分▼東原共同
住宅８号棟前＝28日午前10時30分～
11時30分▼相模が丘４丁目多目的広
場＝１日・29日午前10時30分～11時
30分▼相模野小学校＝６日午後２時
５分～３時45分▼中原小学校＝20日

午後２時55分～３時45分
※雨天の場合は巡回を中止します。
また、学校への巡回は時間が変更に
なる場合があります。
担当 図書館
�046（255）1211 �046（252）5704

◆①介護保険事務②介護保険認定調
査非常勤職員

○募集人数　①１人②２人
○応募資格　健康な①パソコン操作
（エクセル、ワード、アクセス）
のできる60歳以下の方②看護師、
介護支援専門員、または社会福祉
主事の資格と普通自動車運転免許
所持者

○業務内容　①介護認定に関する事
務またはデータベースの作成など
②介護保険の要介護認定に関する
訪問調査・事務など

○勤務期間　７月１日～平成20年３
月31日

○勤務日時　月曜～金曜日午前９時
30分～午後４時

○賃　金　日額①4,122円～5,081円
②6,212円～7,340円

○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項を記入し、６月12
日（火）までに本人が担当に持参

担当 長寿介護課
�046（252）7538 �046（252）8238

◆①ごみ収集作業員（臨時職員）②
屎
し

尿
にょう

収集作業員（非常勤職員）
○募集人数　①３人②１人
○応募資格　健康な18歳以上39歳以
下の方

○勤務期間　７月２日（月）～９月
28日（金）

○勤務日時　月曜～金曜日午前８時
30分～午後５時15分（②は週３日
間）

○賃　金　日額10,018円～10,803円
○選考方法　面接、健康診断
○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項を記入し、６月11
日（月）までに本人が担当に持参

担当 清掃課
�046（252）8724 �046（252）7641

◆シルバー人材センター会員
○応募資格　健康な60歳以上の市内
在住者（各種資格取得者歓迎）

○説明会　毎月第１・第３木曜日午
前９時～（午前８時45分～受け付
け）

○入会手続き　毎月第２・第４木曜
日午前９時～（説明会参加者のみ）

担当 市シルバー人材センター
�046（254）5361 �046（251）9280

◇譲ります
テント（一人用）、おまる、ベビー
バス、ベビーラック、子ども用自転
車（20インチと24インチ）、シャン
デリア、五月人形、ベッドマット、
ズボンプレッサー、ストーブガード、
歩行器、羽子板、足踏みミシン
◇希望します
子ども用自転車、ビデオレコーダー、
電気ポット、栗原幼稚園制服、洗濯
機、双子用ベビーカー、ベビーベッ
ド、掃除機、子ども用食卓付きいす、
一輪車、東原幼稚園制服、チャイル
ドシート、ベビージム、バイオリン

◇市立保育園９園へ
▽手作りのリサイクルちり取り10
個＝明戸喜己男
◇市へ
▽絵画１点＝矢嶋つぎを

○電波利用保護旬間
総務省では、６月１日から10日ま

でを「電波利用保護旬間」として、
電波の利用を守る活動をします。電
波はルールを守り正しく使いましょ
う▽問い合わせ先＝関東総合通信局
①不法無線局による混信・妨害�03
（6238）1939②テレビ・ラジオの受信
障害�03（6238）1945③地上デジタル
放送の相談�03（6238）1944
○学校公開講座
「Word入門とホームページ作成」
▽とき＝８月２日（木）～８日（水）
午前９時30分～11時30分▽ところ＝
県立栗原高等学校▽定員＝20人（多
数抽選）▽参加費＝3500円（テキス
ト代を含む）▽申込方法＝往復はが
きに住所、氏名、年齢を記入し、６
月22日（金）まで（必着）に〒228-
0013栗原2487栗原高校あて郵送▽問
い合わせ先＝同校�046（253）2920
○人権講演会
▽とき＝６月28日（木）午後１時30

区　分 と　　　き と　こ　ろ 

高年齢者職業 

駐留軍離職者 

青　少　年 

教　　　　育 

子どもいじめ 
ホットライン 

法　　　　律 

交　通　事　故 
不　動　産  
（取引・契約） 

市　　　　民 

行　　　　政 
（国に対する要望） 

消　費　生　活 

行　政　書　士 
（相続・遺言） 

ひとり親家庭 

児　童　相　談 

担当　広聴相談課 �０４６（２５２）８２１８ 

�０４６（２５２）８４９０ 
（電話相談も可） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時30分 

毎月第４木曜日午後１時30分～４時30分 

毎月第３火曜日午後１時30分～４時30分 

毎月第２・第３木曜日午後１時30分～４時 
30分（予約制（電話可）。１日午前８時30分 
から今月分を受け付け） 

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時30分～ 
９時、第２・第３水曜日午後１時30分～４時 
30分（予約制（電話可）。１日午前８時30分 
から今月分を受け付け） 

毎週月曜～金曜日午前９時30分～正午と午後１時 
～３時30分。ただし13日は午後のみ 

28日 

毎月第３木曜日午前９時30分～11時30分 

毎月第３木曜日午前９時～午後３時 

毎月第３木曜日午前10時～午後３時 

毎週月曜～金曜日午前10時～午後４時 

毎週月曜・水曜・金曜日午前９時～午後０時15分と 
午後１時～５時15分 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時 

毎週月曜～金曜日午前９時30分～11時30分と午後 
１時～３時30分、土曜・日曜日と祝日午前10時～ 
午後３時（予約制（電話可）） 
毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時 

21日 

人　　　　権 

ドメスティック 
バイオレンス 

毎月第２火曜日午前９時～正午 12日 

19日 

14日・ 
21日 

12日夜・ 
13日・ 
19日夜・ 
20日・ 
26日夜 

21日 

21日 市役所４階第１会議室 

ふれあい会館２階 

市役所１階子育て支援課 

市役所１階子育て支援課 

青少年センター１階 
青少年相談室 

市役所５階教育研究所 

市役所３階相談室 

担当　市民人権課 �０４６（２５２）８０８７ 

担当　教育研究所 �０４６（２５９）２１６４ 

毎週月曜～金曜日午前８時30分～午後８時 
�０４６（２５９）２１６４ 
（電話相談のみ） 

担当　教育指導課 �０４６（２５２）８７３２ 

担当　青少年相談室 �０４６（２５６）０９０７ 

担当　子育て支援課 �０４６（２５２）７２０１ 

相談専用電話 
�０４６（２５５）０５００ 

担当　商工観光課 �０４６（２５２）７６０４ 

担当　長寿介護課 �０４６（２５２）７１２７ 

６月の相談日 

市役所３階相談室 
※法律相談と行政書士
相談は、いずれも定員
になり次第、締め切り
ます。なお、多くの方
が利用できるように、
法律相談は年間一人に
つき１回（25分以内）
とさせていただきま
す。要点を整理してご
相談ください。 

分～４時▽ところ＝相模原市民会館
▽内容＝林力さんの講演「わたしと
部落とハンセン病」▽入場料＝無料
▽参加方法＝当日直接会場へ▽問い
合わせ先＝NGO横浜国際人権セン
ター�045（261）3855
○優良運転者表彰自主申請を受け付け
▽とき＝６月28日（木）までの午前
９時～午後５時▽ところ＝市交通安
全協会（座間警察署敷地内）▽対
象＝５・10・15・20年間無事故・無
違反の同会員▽手数料＝700円（証
明書発行料）▽持ち物＝自動車運転
免許証、印、会員証▽問い合わせ
先＝同協会�046（255）2160
○菊友会「菊作り講習会」
▽とき＝６月３日（日）午後３時～
▽ところ＝市公民館▽対象＝市内在
住者▽参加費＝無料（無料苗の配布
あり）▽申込方法＝電話で�046
（253）9310（奥津）へ
○フラワーボトル講習会
▽とき＝６月12日（火）午前10時～
正午▽ところ＝市公民館▽内容＝リ
サイクル瓶にドライフラワーを飾る
▽参加費＝700円（材料代）▽定
員＝申込順30人▽持ち物＝はさみ▽
申込方法＝電話・ファクスで座間市
生涯ライフワーク協会��046（253）
4722（佐藤）へ
○企画展「表丹沢の虫たち」
▽とき＝８月31日（金）までの午前
８時30分～午後４時30分（原則月曜
日と祝日の翌日を除く）▽ところ＝
県立秦野ビジターセンター▽内容＝
丹沢の昆虫の生態、色、形が分かる
写真の展示▽入場＝自由▽問い合わ
せ先＝同センター�0463（87）9300統計グラフ作り方教室

６月に納めるのは
▽市県民税（第１期）▽国民健康保険税（第１期）
※最寄りの市指定金融機関、郵便局、市役所または各出張所で納めて
ください。使用料などもお忘れなく。
※納期限を過ぎると、延滞金を納めていただく場合があります。
※毎月第２・第４土曜日午前８時30分から正午まで、市役所において
市税、国民健康保険税の納付窓口を開設しています（今月は６月９
日・23日）。詳しい内容は収納課�046（252）8021へ（国民健康保険税に
ついては国保年金課�046（252）7003へ）。

地域保健福祉サービス推進委員を募集

地域密着型サービスの事業者
指定申請を受け付け

生涯学習フェスティバル
実行委員を募集

教育相談のご利用を

教育委員会６月定例会

移動図書館ひまわり号巡回日程

障害者スポーツ教室

夏休み親子料理教室

夏の自然観察会

生涯学習活動相談会
～学ぶあなたに手渡します～

普通救命講習会

障害者日帰りバス旅行

網戸張り替え講習会

市民のための福祉講座～視覚障害編

市公民館
�046（255）3131 �046（252）2776

北地区文化センター
�042（747）3361 �042（747）8542

東地区文化センター
�046（253）0781 �046（253）0789

青少年センター
〒228-0023立野台１－１－４
�046（253）8411 �046（259）2163

図書館
�046（255）1211 �046（252）5704
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平成19年 
（2007年） 魅惑のアメリカ音楽 

○と　き　６月１３日（水）午後０時３０分～０時５０分 
○ところ　市役所１階市民サロン 
○曲　目　ガーシュイン「サマータイム」「アイ ガット リズム」、 
　　　　　バーンスタイン　ミュージカル「キャンディード」より 
　　　　　「着飾って、きらびやかに」ほか 
○演奏者　オーボエ　鈴木深恵さん、ソプラノ　飯森恵子さん、 
　　　　　ピアノ　山本実穂さん 

金
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大
た

ちゃん
H18. 8 . 9 生まれ　男
広野台 1 丁目

塩澤
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結
ゆう

花
か

ちゃん
H18. 7 .17生まれ　女
相模が丘 4 丁目

丸山
まるやま

香
か

音
のん

ちゃん
H19. 1 . 9 生まれ　女
栗原中央 3 丁目

杉
すぎざき

健
けん

大
た

ちゃん
H18.10.26生まれ　男
相武台 4 丁目

小林
こばやし

琉威
る い

ちゃん
H19. 2 .14生まれ　男
相模が丘 2 丁目

小
こ ざき

英
えい

土
ど

ちゃん
H18. 8 .12生まれ　男
南栗原 4 丁目

家庭教育の大切さや学校が果たすべき役割、いじめや競争
社会に負けない自立した志のある人間をどう育てるかなどに
ついて、評論家の金美齢さんを迎え、講演会を開催します。
○と　き　６月20日（水）午後７時～９時（開場午後６時30
分）

○ところ　市民文化会館（ハーモニーホール座間）小ホール
○定　員　400人（先着順）
○参加費　無料　
○参加方法　当日直接会場へ
○問い合わせ先　座間青年会議所 �046（254）7999 �046
（254）2828
※問い合わせは火曜・水曜・金曜日の午前11時から午後５時
まで。
担当 青少年課　�046（253）8415 �046（259）2163

市では、平成16年度に制定し
た市特産品等認定制度を基に、
現在20品目を市の特産品として
認定しています。認定された特
産品は、市役所１階ロビーや市
公民館、市商工会で商品の見本
をショーケースに入れて展示し
ていますが、このたび北地区文
化センター１階ロビーにも新た
に商品の見本を展示しました。
特産品は、各店舗で販売して

いるほか、市民ふるさとまつりなど各種イベント会場などにも出品され、
市民の皆さんはもとより、近隣の方々からも贈答品や土産品として好評
です。
担当 商工観光課 �046（252）7604 �046（255）3550

▲新たに設置されたショーケース

夫や恋人など、親しい男性からの暴力に悩んでいませんか？
配偶者などからの暴力には、身体的暴力をはじめ心理的暴力や経済的暴力など、

さまざまなものがあります。一人で考え込まずに、ＤＶ（ドメスティックバイオレ
ンス）の専門相談員にご相談ください。
○と　き　月曜・水曜・金曜日午前９時～午後０時15分、午後１時～５時15分
○ところ　市役所３階市民人権課
○費　用　無料
※秘密は守られます。
担当 市民人権課 �046（252）8483 �046（255）3550
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○開　演　午後１時（開場：午後０時30分）
○会　場　市民文化会館（ハーモニーホール座間）大ホール
○内　容 第１部 記念式典

第２部 平和ミニコンサート
第３部 市原悦子さん 記念講演

テーマ「朗読とお話の世界」
○対　象　市内在住・在勤・在学者
○定　員　1,000人（多数抽選）
○申込方法　往復はがき往信用裏面に「記念式典入場券申し込み」
と記入するとともに住所・氏名・電話番号を、返信用表面に受
取人の郵便番号、住所、氏名を記入の上、７月６日（金）まで
に担当へ郵送。（一人１枚限り）

※未就学児の観覧はご遠慮ください。

たくさんの人に平和への
関心を持ってもらうため
に、長崎市の被爆クスノキ
２世を平和のシンボルとし
て植樹します。
○植樹式　午前10時～
○ところ　芹沢公園
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夫や恋人などからの暴力に悩んでいる方へ
ＤＶ相談のご利用を！
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市原悦子さん

恒久平和の実現を願い、平和や核兵器廃絶にふさわしいシンボル
マークを公募したところ、436人の応募者から454点の作品が集まり
ました。厳正なる審査の結果、伊藤信裕さんの作品（下図参照）が、
最優秀賞としてシンボルマークに選ばれました。今後、この作品は
「平和のシンボルマーク」として活用されます。
このシンボルマークのレリーフ除幕式を次のとおり実施します。

○除幕式　午前11時～
○ところ　図書館前にある平和のモニュメント周辺

平和のシンボルマーク

金美齢さん
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